
 
 

 事 務 連 絡 

令和２年３月 10 日 

 

各都道府県市区町村担当課 御中 

 

総務省自治行政局住民制度課  

 

住民基本台帳事務等を取り扱う市区町村窓口における 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 住民基本台帳事務等については、当面の緊急措置として、「新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取扱いについて（通

知）」（令和２年３月６日付け総行住第 31号。以下「令和２年３月６日通知」という。）

を発出したところですが、住民基本台帳事務等を取り扱う窓口における集団感染を防止す

る観点から、今後の窓口対応について、地域の実情に応じ、当面、下記事項に留意するこ

とが適切と考えますので連絡します。 

 貴職におかれては、この旨を貴都道府県内の市区町村にも周知していただくようお願い

します。 

 

記 

 

１ 厚生労働省の資料によれば、新型コロナウイルスの集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接

触するおそれが高い場所」とされている。 

  これを踏まえ、市区町村窓口については、 

・定期的に換気を行うなど、風通しを確保する 

・来庁した住民が利用できる消毒液の設置や住民が利用するスペース・備品等の

定期的な消毒を行う 

・待合スペース等の規模に応じ、待合者間の距離を配慮する 

などの対策が考えられること。 

 

２ 市区町村窓口の職員については、咳エチケットの徹底、手洗い・うがいの実施等

に努めることが考えられること。また、市区町村窓口に来庁した住民に対しても、

咳エチケットの徹底などをポスターやアナウンス等を通じて呼びかけることが考

えられること。 

 

３ 市区町村窓口への来庁を抑制する観点から、令和２年３月６日通知を踏まえた当該

地方公共団体の対応はもちろん、当該地方公共団体で利用可能な各種証明書類のマ

イナンバーカードによるコンビニ交付や郵送交付の対応状況及びその利用方法に

ついて、当該団体のホームページやポスター、貼り紙等を通じて、速やかに住民等

に周知・広報を行うことが適当と考えられること。 

 

（担当） 

 総務省自治行政局住民制度課 

      坂場係長、川上官、中村官 

      小泉係長、及川官、尾崎官 

 TEL：03-5253-5517（直通） 

 FAX：03-5253-5592 
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（参考２） 

住民基本台帳事務等を取り扱う市区町村窓口における 

新型コロナウイルス感染症に対する取組事例 

 

 

○ 来庁することなく実施することが可能な手続（住民票の写し等のコンビニ

交付サービス・郵送請求、転出届の提出等）をホームページで案内している。 

 

○ 庁舎入口、窓口等に消毒液を設置し、来庁者が消毒を行うよう掲示物等で案

内している。 

 

○ 清掃事業者に委託し、庁舎において特に来庁者が触れる機会の多い場所（階

段の手すり、エレベーターのボタン、待合スペースの椅子等）の清掃・消毒を

強化している。 

 

○ 職員が、市区町村窓口において特に来庁者が触れる機会の多い場所（記載台、

タッチパネル、ボールペン等）の清掃・消毒を実施している。 

 

○ 窓口の呼出し状況をスマートフォン等で確認できる仕組みを導入し、来庁

後の待ち時間を混雑しない場所で過ごすことを可能としている。 

 

○ 来庁のオンライン予約サービスを導入し、来庁者による混雑の緩和を図っ

ている。 

 

○ 来庁者の目に付く場所に咳エチケットの徹底などを呼びかけるポスターを

掲示している。 

 

○ マイナンバーカードの交付通知書に記載するカードの受取期限について、

通常より延長した期限を記載している。 




